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（１）概要
　本市の水道は、大正１１年５月に「野田醤油株式会社（現キッコーマン株式会社）」が
水源を地下水として認可され､大正１２年３月に千葉県下で最初の水道施設として完成、
通水したものです。
　この水道の給水は、主に市中央区域（旧野田町）の工場に向けられ、その余水が町民
に給水されました。
　その後、昭和３７年１１月に江戸川表流水の水利権（取水量毎秒０ .１３７ m3）の認
可を得、昭和４０年８月、水源を表流水及び地下水とした上花輪浄水場の完成と同時
に水道の給水が開始されました。
　これにより､市中央区域のほぼ全域に給水区域が拡張され､長い間民間企業の水道と
して市民に給水されてきました。
　一方、市では川間駅を中心とする市北部地域の宅地開発等による人口増加に伴う水
需要を踏まえ、市北部地域を給水区域とする市水道事業が計画され、創設事業の認可
を昭和４７年３月３１日に受け、昭和４７年４月に市北部の東金野井地先に地下水を
水源とした浄水場の建設に着手しました。
　また、東金野井地域において工場排水の地下水への影響が問題となり、生活用水に
対する不安が急速に高まったため、給水区域を拡張する第１次拡張事業を創設事業と
合わせて行い、目標年度は変更せずに第１次拡張事業の認可を昭和４８年３月３１日
に受けました。
　この事業認可により、昭和５０年３月、東金野井浄水場及び関連施設が完成し、同
時期の昭和５０年４月１日、本市の地域公益性の観点からキッコーマン株式会社の水
道施設（上花輪浄水場及び関連施設）を買収しました。
　これにより、水道事業は市営水道に一本化となり、併せて計画給水区域を市内全域（木
野崎字柳耕地を除く。）とする、第２次拡張事業の認可を昭和５０年４月１日に受け、
上花輪・東金野井の両浄水場から給水を開始しました。
　当該拡張事業における水源計画は、自己水源の表流水と地下水及び北千葉広域水道
企業団からの受水としました。
　なお、北千葉広域水道企業団は、県及び県北西部の７市２町により、昭和４８年３
月に利根川水系を水源として設立され昭和５４年６月１日に通水開始となり、企業団
の構成員である本市も企業団の通水開始と同時に受水を開始しました。
　その後、宅地開発に伴う人口増により認可された給水人口を超える状況となったこ
とから、第３次拡張事業の認可を昭和６０年９月２５日に受けました。さらに、北千
葉広域水道企業団からの用水受水地点として中根配水場を追加する第３次拡張事業の
変更認可を平成９年４月１日に受けました。
　平成１５年６月６日関宿町との合併に伴い、両市町の水道事業を統合し新たな野田
市水道事業として現在に至っております。
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２．１ 水道事業の沿革

4



第2章　水道事業の歩み第2章　水道事業の歩み

第
二
章

第
二
章

（２）認可
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（３）主な出来事
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※ 小張総合病院は、令和７年２月１日からは経営母体を医療法人徳洲会へ移管し、「野田総合病
院」となりました。
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（１）浄水場・配水場の概要

２．2 水道施設の概要

注）上花輪浄水場は令和９年度までに取水管を撤去予定
注）木間ケ瀬浄水場は昭和５８年以降、配水場として運用
※1 北千葉広域水道企業団より受水
※2 上花輪浄水場からの送水を受水
※3 木間ケ瀬浄水場からの送水を受水

※ 関宿台町浄水場は、将来の施設維持管理において、当浄水
場を休止し桐ケ作配水場からの給水とすることが最も効率
的であることから、平成 18 年度に関宿台町浄水場を経由
しない連絡管の整備を行い平成 19 年 12 月に休止
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（２）管路の概要

　令和５年度時点では管路の口径に対する管種は口径１００㎜以下についてはポリエチレン管
（HPPE 耐震管）を、口径１５０㎜以上についてはダクタイル鋳鉄管（GX 耐震管）を採用

管路布設状況
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